
（別紙2）  農薬名  クロマフェノジド   

0．08（＃），0．24（＃，‡）   
0．24（軋0．60（＃，＄）  

だいこん類の菓を参考（£）   

だいこん類の菓を参考（£）   

だいこん類の菓を参考（£）   

だいこん類の葉を参考（£）   
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0．46（軋1．20（＃，‡）   

平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値については、網をつけて示した。  
注1）（＃）で示した作物残留試毒針ま、申請の範囲内で行われていない。  

注2）（＄）で示しただいこん類の菓、はくさい、キャベツ、ねぎ、その他のなす科野菜（ししとう）及びうめの作物残留試験成績は、  
作物残留試験成績のばらつきを考慮し、最大残留値を基準値策定の根拠とした。  

注3）（£）で示したケール等の非結球あぶらな科葉菜類は、平成14年の農薬取締法の改正に当たり緊急的に農薬登録されたも  
のである。これらについては、個別の作物残留試験成績がないため、残留基準の設定に当たっては、登録保留基準の設定に準  
拠し、だいこん類の菓の作物残留試験成績（3臥14日前）を参考に種差を考慮して、基準値秦を設定した。  
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（別紙3）  

クロマフェノジド推定摂取量（単位：〃g／人／d町）  

幼小児  
基準値案 （m）  国民平均 TMDI   （1～6歳）  

高齢者  
食品群  

pp  TMDI   
妊婦 TMDI   （65歳以上）  

TMDI   

米（玄米）   0．2   37．0   19．5   27．9   37．8   

とうもろこし   0．05   0．1   0．2   0．1   0．0   

大豆   0．5   28．1   16．9   22．8   29．4   

さといも類（やつがしらを含む）   0．05   0．6   0．3   0．4   0．9   

かんしよ   0．05   0．8   0．9   0．7   0．8   

てんさい   0．05   0．2   0．2   0．2   0．2   

だいこん類（ラディッシュを含む）の根   0．05   2．3   0．9   1．4   2．9   

だいこん類（ラディッシュを含む）の葉   3   6．6   1．5   2．7   10．2   

はくさい   0．7   20．6   7．2   15．3   22．2   
キャベツ   2   45．6   19．6   45．8   39．8   

ケール   5   0．5   0．5   0．5   0．5   

こまつな   5   21．5   10．0   8．0   29．5   

きような  5   1．5   0．5   0．5   1．5   

チンゲンサイ   5   7．0   1．5   5．0   9．5   

ブロッコリー   2   9．0   5．6   9．4   8，2   

その他のあぶらな科野菜   5   10．5   1．5   1．0   15．5   

レタス（サラダ菜及びちしやを含む）   2   12．2   5．0   12．8   8．4   

ねぎ（リーキを含む）   0．7   7．9   3．2   5．7   9．5   

わけぎ   0．2   0．1   0．1   0．3   

トマト   0．5   12．2   8．5   12．3   9．5   

ピーマン   4．4   2．0   1．9   3，7   

なす   0．5   2．0   0．5   1．7   2．9   

その他のなす科野菜   0．2   0．1   0．1   0．3   

きゆうり（ガーキンを含む）   0．3   4，9   2．5   3．0   5．0   

メロン類果実   0．05   0．0   0．0   0．0   0．0   

オクラ   0．7   0．2   0．1   0．1   0．2   

しようが   0．05   0．0   0．0   0．0   0．0   

えだまめ   5   0．5   0．5   0．5   0．5   

その他の野菜   0．05   0．6   0．5   0．5   0．6   

りんご   0．7   24．7   25．3   21．0   24．9   

日本なし   5．1   4．4   5．3   5．1   

西洋なし   0．1   0．1   0．1   0．1   

もも   0．1   0．1   0．1   0．4   0．0   

うめ   3   3．3   0．9   4．2   4．8   

おうとう（チェリーを含む）   0．1   0．1   0．1   0．1   

いちご   0．5   0．2   0．2   0．1   0．1   

茶   20   60．0   28．0   70．0   86．0   

その他のスパイス   0．05   0．0   0．0   0．0   0．0   

その他のハープ   5   0．5   0．5   0．5   0．5   

魚介類  0．06  5．6  2．6  5．6  5．6   
336．8   171．8   287．8   377．0   

ADI比（％）  

計  
2．3   4．0   1．9   2．6   

TMDI：理論最大一日摂取量（TheoreticalMaximumDailyIntake）  
妊婦及び高齢者については水産物の摂取量データがないため、国民平均の摂取量を参考とした。  
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（参考）  

これまでの経緯  

平成11年12月27日 初回農薬登録  

平成17年11月29日 残留基準値の告示  

平成19年 3月 5日 厚生労働大臣から食品安全委員長あてに残留基準設定に係る食  

品健康影響評価について要請  

3月 8日 食品安全委員会（要請事項説明）  

4月 2日 農薬登録申請（稲、大豆、さといも等に係る適用拡大申請）  

4月 9日 厚生労働大臣から食品安全委員長あてに残留基準設定に係る食  

平成19年  

平成19年  

平成19年  

品健康影響評価について要請  

食品安全委員会（要請事項説明）  

第5回農薬専門調査会確認評価第二部会  

農林水産省より厚生労働省へ基準設定依頼（魚介類）  

第25回農薬専門調査会幹事会  

食品安全委員会における食品健康影響評価（案）の公表  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会へ諮問  

食品安全委員会（報告）  

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評  

価について通知  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会  

平成19年  

平成19年  

平成19年  

平成19年  

平成19年  

平成19年1  

平成19年1  

平成19年1  

4月12日  

6月 4日  

6月22日  

8月24日  

9月13日  

0月17日  

0月18日  

0月18日  

平成19年10月23日  

●薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会  

［委員］   

東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授  

北里大学副学長  

国立医薬品食品衛生研究所副所長  

東京大学大学院農学生命科学研究科教授  

財団法人残留農薬研究所理事  

星薬科大学薬品分析化学教室准教授  

国立医薬品食品衛生研究所客員研究員  

元独立行政法人農業技術研究機構中央農業総合研究センター虫害  

防除部長  

実践女子大学生活科学部生活基礎化学研究室教授  

国立医薬品食品衛生研究所食品部長  

日本生活協同組合連合会組織推進本部 本部長  

東北大学大学院薬学研究科医療薬学講座薬物動態学分野教授  

独立行政法人国立健康・栄養研究所研究企画評価主幹  

大阪市立大学大学院医学研究科都市環境痛理学教才受  

青木 宙   

井上 松久  

○大野 泰雄   

尾崎 博   

加藤 保博   

斉藤 貢一   

佐々木 久美子   

志賀 正和  
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（○：部会長）  
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答申（案）  

クロマフェノジド  

食品名   残留基準値  

ppm   

米（玄米をいう）   0．2   

とうもろこし   0．05   

大豆   0．5   

さといも類（やつがしらを含む）ノ   0．05   
かんしよ   0．05   
てんさい   0．05   
だいこん類（ラディッシュを含む）の根   0．05   
だいこん類（ラディッシュを含む）の菓   3   

はくさい   0．7   

キャベツ   
2   

ケール   5   

こまつな   5   

きような   5   

チンゲンサイ   5   

ブロッコリー   2   

その他のあぶらな科野菜（注1）   5   

レタス（サラダ菜及びちしやを含む）  2   
ねぎ（リーキを含む）   0．7   

わけぎ   

トマト   0．5   

ピーマン   

なす   0．5   
その他のなす科野菜（注2）   

きゆうり（ガーキンを含む）   0．3   
メロン類果実   0．05   

オクラ   0．7   

しょうが   0．05   

未成熟えんどう   0．3   

えだまめ   5   

その他の野菜（注3）   0．05   

りんご   0．7   

日本なし   

西洋なし   

もも  0．1  

うめ  3   

おうとう（チェリーを含む）   

いちご   0．5   

泰   20   

その他のスパイス（注4）   0．05   

その他のハーブ（注5）   5   

魚介類   0．06   
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（注1）その他のあぶらな科野菜とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類  
の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の菓、西洋わさび、クレソン、  
はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ  
カリフラワー、ブロッコリー及びハープ以外のものをいう。  

（注2）その他のなす科野菜とは、なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及び  

なす以外のものをいう。  

（注3）その他の野菜とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶ  
らな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野  
菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いん  
げん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。  

（注4）その他のスパイスとは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、  
にんにく、とうがらし∴パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆ  
ずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。  

（注5）その他のハーブとは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パ  
セリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。  
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府 食 第 1028 号  
平成19年10月18 日  

′   

厚生労働大臣   

舛添 要一 殿  

食品安全委員会   

委員長  見上  

食品健康影響評価の結果の通知について   

平成19年3月5日付け厚生労働省発食安第0305013号及び平成19年4月9日付け厚生  

労働省発食安第0409001号をもって貴省から当委員会に意見を求められたクロマフェノジ  

ドに係る食品健康影響評価の結果は下記のとおりですので、食品安全基本法（平成15年  

法律第48号）第23条第2項の規定に基づき通知します。   

なお、食品健康二影響評価の詳細は別添のとおりです。  

記  

タロマフェノジドの一 日摂取許容量を0．27mg／kg体重／日と設定する。  
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農薬評価 

クロマフェノジド  

2007年10月  

食品安全委員会  
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＜審議の経緯＞   

1999年 12月   

2005年 11月   

2007年  3月  

27日 初回農薬登録  

29日 残留農薬基準告示（参照1）  

5日 厚生労働大臣より残留基準（暫定基準）設定に係る食品健  

康影響評価iこついて要請（厚生労働省発食安第0305013  

号）（参照3）  

6日 同接受  

8日 食品安全委員会第181回会合（要請事項説明）（参照4）  

2日 農林水産省より厚生労働省へ適用拡大申請に係る連絡及  

2007年  3月  

2007年  3月  

2007年  4月  

び基準設定依頼（適用拡大：稲、大豆、さといも等）  

厚生労働大臣より残留基準設定に係る食品健康影響評価  

について要請（厚生労働省発食安第0409001号）（参照5）  

同接受  

食品安全委員会第186回会合（要請事項説明）（参照6）  

農薬専門調査会確認評価第二部会第5回会合（参照7）  

農林水産省より厚生労働省へ基準設定依頼（魚介類）  

追加資料受理（参照8）  

農薬専門調査会幹事会第25回会合（参照9） 

食晶安全委員会第206回会合（報告）  

より10月12日 国民からの御意見・情報の募集  

農薬専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告  

食品安全委員会第211回会合（報告）  

（同日付け厚生労働大臣へ通知）  
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要 約   

アシルヒドラジン系の殺虫剤である「クロマフェノジド」（IUPAC：2▼－ね∫オ  

ブチル・5・メチル・2－・（3，5・キシロイル）クロマンー6・カルポヒドラジド）について、農  

薬抄録を用いて食品健康影響評価を実施した。   

評価に供した試験成績は、動物体内運命（ラット）、植物体内運命（イネ、大豆  

及びりんご）、土壌中運命、水中運命、土壌残留、作物等残留、後作物残留、急性  

毒性（ラット、マウス及びウサギ）、亜急性毒性（ラット、マウス及びイヌ）、慢性  

毒性（イヌ）、、慢性毒性／発がん性併合（ラット）、発がん性（マウス）、2世代繁殖  

（ラット）、発生毒性（ラット及びウサギ）、遺伝毒性試験等である。   

試験結果から、クロマフェノジド投与による影響は主に血液、肝臓及び牌臓  

に認められた。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性は認め  

られなかった。   

各試験の無毒性量の最小値は、イヌを用いた1年間慢性毒性試験の 27．2  

mg／kg体重／日であったことから、これを根拠として、安全係数100で除した  

0．27mg／kg体重／日を一日摂取許容量（ADI）とした。  
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】．評価対象農薬の概要  

1．用途  

殺虫剤  

2，有効成分の一般名  

和名：クロマフェノジド   

英名：Chromafenozide（ISO名）  

3．化学名   

IUPAC   

和名：2■・ね′f・プチル・5－メチル・2－・（3，5ヰシロイル）クロマン・6・カルポヒドラジド   

英名‥21・・teTt・butyl・5・methyl・2▼・（3，5・Ⅹyloyl）chroman・6・Carbohydrazide  

CAS（No．143807・66・3）  

和名：3，4・ジヒドロ・5・メチル・2月こ1・ベンゾピラン・6・カルポン酸2・（3，5・ジメチルベン  

ゾイル）・2・（1，レジメチルエチル）ヒドラジド   

英名：3，4・dihydro・5・methyl－2Hl・benzopyran・6・Carboxylicacid  

2・（3，5－dimethyrbenzoyl）・2・（1，1・dimethylethyl）hydrazide  

4．分子式  

C24H30Ⅰ、r203  

5．分子量  

394．51  

6．構造式  

二 （／はこ  

1  

一一二1－  

7．開発の経緯   

クロマフェノジドは、日本化薬株式会社及び三共アグロ株式会社により開発されたアシ  

ルヒドラジン系の殺虫剤である。本剤は、昆虫の脱皮を促進するエクダイソン様の作  

用を示し、鱗麹目昆虫の異常脱皮を促すことにより殺虫効果を現す。我が国では1999年  

12月に初回農薬登録がなされている。   

今般、農薬取締法に基づく適用拡大申請（稲、大豆、さといも等）がなされ、参照2  

の資料が提出されている他、魚介類に係わる基準設定に関連する資料（参照8）が  

提出されている。また、ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準値が設定され   

ている。  
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ll．毒性等に関する科学的知見  

農薬抄録（2007年）を基に、毒性に関する主な科学的知見を整理した。（参照2）   

各種運命試験（ⅠⅠ．1～4）は、クロマフェノジドのクロマン環の炭素を14Cで標識したも  

の（14C・クロマフェノジド）を用いて実施された。放射能濃度及び代謝物濃度は特に断りが  

ない場合はクロマフェノジドに換算した。代謝物／分解物／原体混在物略称及び検査値等  

略称は別紙1及び2に示されている。  

1．動物体内運命試験  

（1）薬物動態   

14C・クロマフェノジドを低用量及び高用量（10及び1000mg／kg体重：一群雌雄各5   

匹）でFiscberラットに単回経口投与し、薬物動態試験が実施された。  

血祭中において、低用量群では投与3～4時間後に最高濃度（Cm。Ⅹ、0．095～0．114   

膵／mL）に達し、消失半減期（Tl／2）は約8．4時間であった。一方、全血中では低用量投与2   

時間後にCm。Ⅹ（0．069～0．079llg／mL）に達し、Tl／2は3．09～6．17時間であった。低用量及   

び高用量投与群とも血躾及び血液中濃度は速やかな消失を示し、投与後48時間以降は、   

いずれの試料の放射能も検出限界未満となった。なお、高用量投与群では、多くの採取   

時点で血祭及び血液中濃度が検出限界未満であったため、Cmax、最高濃度到達時間   

（Tm8Ⅹ）及びTl／2の算出ができなかった。（参照2）  

（2）排泄  

Fischerラットに14C・クロマフェノジドを低用量及び高用量（10及び1000mg／kg体   

重：一群雌雄各5匹）で単回経口投与、または非標識クロマフェノジド（10mg／kg体重）   

を14日間毎日1回経口投与後、15日目に14C・クロマウエノジド（10mg／kg体重）を経   

口投与し、排泄試験が実施された。  

いずれの投与群とも、投与後24時間以内に糞中に総投与放射能（TAR）のβ0％以上が   

排泄された。また、投与168時間後における各群のラット体内に残留する放射能は   

0．15％TAR以下であり、排泄が速やかであった。なお、尿中に排泄された放射能は、投与   

後168時間で2．6％TAR以下であったことから、主要排泄経路は糞中であることが認め   

られた。  

低用量投与群（単回及び反復投与群）の排泄経路及び排泄速度はほぼ同様であり、反   

復投与においても蓄積性は認められなかった。一方、高用量投与群においては、雄での   

排泄量がやや低かったが、蓄積性は認められなかった。（参照2）  

（3）胆汁排泄   

14C・クロマフェノジドを低用量及び高用量（10及び1000mg／kg体重：一群雌雄各4   

匹）で胆管カニューレを装着したFischerラットに単回経口投与し、胆汁排泄試験が実   

施された。  

低用量群では投与後48時間に糞中に47．2～57．7％TAR、胆汁申に42．7～51．3％TAR、   

また、尿中に約3％TARが排泄された。高用量群では、胆汁及び尿中に1％TAR程度、糞  
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中に95％TAR程度が排泄されたが、これは高用量投与により吸収の飽和が生じたため  

と考えられた。（参照2）  

（4）組織内分布   

14C・クロマフェノジドを低用量及び高用量（10及び1000mg／kg体重：一群雌雄各9   

匹）でFiscberラットに単回経口投与し、組織内分布試験が実施された。  

放射能の組織内分布は、両投与群とも同様の傾向を示した。なお、高用量投与では、吸   

収が飽和に達したと考えられ、投与量に比例する組織内濃度の上昇は認められなかっ   

た。  

組織中残留放射能は、胃、消化管及びそれらの内容物で高い値を示した。Tm8Ⅹ付近で   

血中濃度より高い値が肝（雄‥1．43′、一17．0膵／g、雌：1．11～16．2膵／g）及び腎（雄＝0．144   

～8．24帽／g、雌‥0．097～6．42l⊥g／g）で観察されたが、組織内分布濃度は、経時的に急速   

に減少し、投与168時間後ではいずれの組織でも検出限界以下または検出限界程度の   

低濃度となった。牌臓、副腎、骨髄など毒性試験で変化が認められた臓器では血中濃度   

と同様な経時的推移を示した。なお、脂肪中濃度は、Cmax時点より1／2Cmax時点でやや   

高い濃度を示す傾向が見られたが、その後減少し、投与168時間後では検出限界未満と   

なった。また、投与168時間後に反復投与群の組織内分布濃度を検査したが、単回投与   

群と同様であり、反復投与による組織内への蓄積的影響は認められなかった。（参照2）  

（5）代謝物同定・定量  

排泄試験【1．（2）】に用いたラットの尿及び糞、胆汁排泄試験【1．（3）】に用いたラットの胆   

汁、また、組織内分布試験【1．（4）】に用いたラットの肝、腎及び血祭を試料として代謝物   

同定・定量試験が実施された。  

糞中において、低用量群では未変化のクロマフェノジドが67．7～75、6％TAR検出さ   

れ、主要代謝物は3％TAR程度を占めるB［M・011（IV）】、C［FM・7（ⅩⅠⅠⅠ）】、D［FM・8（ⅩIV）】   

及びE【FM・9（ⅩⅤ）】であると考えられた。なお、高用量群では、クロマフェノジド以外の   

代謝物は検出されなかった。一方、胆汁中では、両投与群ともクロマフェノジドは認め   

られず、認められた代謝物は、いずれも糞中で認められたものであった。クロマフェノ   

ジドの主要代謝経路は、クロマン環及びベンゼン環の酸化、水酸化と考えられた。（参照   

2）  

2．植物体内運命試験  

（1）イネ   

14C－クロマフェノジドを100g ai／ha（1倍量散布区）及び500g ai／ha（5倍量散布区）   

の施用量でイネ（品種：Gulfmont）に茎葉散布処理し、植物体内運命試験が実施された。  

イネ試料中クロマフェノジド濃度推移は表1に示されている。収穫期試料では籾に   

検出された放射能の大部分が籾殻に検出され、玄米には極低濃度の放射能が認められ  

たのみであった。  

散布29 日（収穫期）後の玄米、籾殻及びわら中の残留放射能の大半【それぞれ94．1、   

96．4及び87．1％TRR（総残留放射能）】が親化合物であった。代謝物は多数検出されたが、  

ー39－   



いずれも極微量（＜0．01mg／kg）であった。（参照2）  

表1イネ試料中クロマフエノジド濃度推移  

クロマフェノジド濃度（mg／kg）  
採取時期  採取部位  

1倍量散布区  5倍量散布区1）   

籾（未成熟）   

散布0日後  
わら   

2．50   NS2）  

1．46   NS   

散布13日後   
籾（未成熟）   1．66   7．80  

わら   1．44   7．14   

玄米   0．075   0．36  
散布29日後  

（収穫期）  

籾殻   3．65   16．6  

わら   2．40   13．2   

1）：代謝物同定を目的とした試験区として設定 2）：試料はなし  

（2）大豆   

14C・タロマフェノジドを100gai／ha（1倍量散布区）及び500g ai／ha（5倍量散布区）   

の施用量で大豆（品種：1ine8818、InterstatePaycoBrand）に茎葉散布処理し、植物体   

内運命試験が実施された。  

大豆試料中クロマフェノジド濃度推移は表2に示されている。豆試料では散布0日   

後及び14日後の試料で低濃度の放射能が認められたが、27日後及び収穫期試料には   

放射能は認められなかった。茎葉部では、経時的な放射能濃度の減少が認められた。  

豆及び茎葉試料中の残留放射能の大半が親化合物（豆：88．7～91．6％TRR，茎葉：87．5   

～102．4％TRR）であった。散布14日後の豆、27日後及び60日後の茎葉から多数の代謝   

物が検出されたが、いずれも極微量（＜0．01mg／kg）であった。（参照2）  

表2 大豆試料中クロマフエノジド濃度推移  

クロマフェノジド濃度（mg／kg）  
採取時期   採取部位  

1倍量散布区  5倍量散布区1）   

豆（未成熟）2）   0．36   NS8）  
散布0日後  

茎葉   2．68   NS   

豆（未成熟）   0．055   NS  
散布14日後  

茎葉   1．67   NS   

豆（未成熟）   ＜0．001   0．006  
散布27日後  

茎葉   0．80   6．93   

散布60日後  ＜0．001   0．02  

（収穫期）   茎葉   0．50   5．83   

1）：代謝物同定を目的とした試験区として設定 2）：英を含む 3）：試料はなし  
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（3）りんご   

14C・クロマフェノジドを100g ai／ha（1倍量散布区）及び465g ai／ha（5倍量散布区）   

の施用量で野外で生育させたりんご（品種：GrannySmith）に2回（32日間隔）散布処理   

し、植物体内運命試験が実施された。  

りんご試料中クロマフェノジド濃度推移は表3に示されている。1回目散布直後の残   

留放射能濃度は散布30 日後までに減少した。これらの濃度は、2回目散布により増加   

し、収穫期（1回目散布62日後）の葉では減少したが、果実では横ばいであった。収穫期   

の果実中の残留放射能（0．04mg／kg）の大半は果実表面に残留し、果肉内には検出限界   

程度の僅かな放射能（0．005mg／kg）が認められたのみであった。  

収穫期における果実中の残留放射能のうち約90％TRRが親化合物であった。なお、   

散布30日後の果実を除く試料に1種または2種の微量の代謝物が検出された。そのう   

ち、1種の代謝物はF【M・010（ⅠⅠⅠ）】と同定されたが、その生成量は少なかった。他の1種   

は多数の代謝物から構成されており、それらは0，飢mg／kgを大きく下回る濃度であっ   

た。  

また、移行性試験として散布14日後、30日後、60日後及び76日後に採取した葉及び   

果実試料中のクロマフェノジドを分析した結果、果実への移行性は殆どないと考えら   

れた。（参照2）  

表3 りんご試料中クロマフエノジド濃度推移1）  

クロマフェノジド濃度（mg／kg）  

採取時期2）  葉  果実  

洗浄液3）   葉   合計   洗浄液   果皮   果肉   合計   

散布0日後   2．01   2．13   4．16   0．015   0．26   0．008   0．049   

散布14日後   1．11   1，57   2．68   0．011   0．28   0．009   0．046   

散布30日後   0．86   1．93   2．78   ＜0．004  0．083  ＜0．004  0．009   

散布32日後4）   5．89   3．52   9．43   0．013   0．16   0．005   0．036   

散布46日後   7．02   2．80   9．80   0．014   0．11   ＜0．004  0．028   

散布62日後  
3．12   3．17   

（収穫期）  

6．32   0．013   0．20   0．005   0．040   

1）：1倍量散布区における放射能濃度推移を記載 2）：第1回散布後の日数 3）：各試料の表面を水で洗浄した  

もの 4）：第2回散布2～4時間後  

3．土壌中運命試験  

（1）好気的土壌中運命試験  

14C・クロマフェノジドをシルト質壌土（米国、Mississippi州 Greenville）に0．45   

mg／kg（乾土）の濃度となるように処理し、250Cの暗条件下で360日間インキュベー卜  

し、好気的土壌中運命試験が実施された。  

抽出放射能は、79．3～102％TARであり、非抽出放射能は、2．7～10．1％TARあった。   

クロマフェノジドは、処理直後において91．7％TARで検出されたが、試験終了時（処理  
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360日後）には30．3％TARまで減少し、土壌中における推定半減期は238日と算出され  

た。   

主要代謝物としてクロマン環の水酸化により生成したFが360日後で31．3％TAR  

認められた。その他にG【M・006（ⅠⅠ）】及びH【M・023（Ⅹ）】が認められたが、生成量は僅か  

（7．1％TAR以下）であった。また、揮発性放射能として二酸化炭素が360 日廟で  

6．7％TAR認められたほか、非抽出成分が約10％TARに達した。（参照2）  

（2）嫌気的土壌中運命試験   

14C・クロマフェノジドをシルト質壌土（米国、Mississippi州 Greenville）に0．45   

mg／kg（乾土）の濃度となるように処理し、30日間、250Cの好気的暗所条件下でイン   

キュべ－ト後、土壌を湛水し、窒素気流下で嫌気的状態にして362 日間、250Cでイン   

キュべ－トし、嫌気的土壌中運命試験が実施されキ。  

回収できた総放射能は、好気条件では処理放射能の101～102％、嫌気条件では、94．4   

～101％TARであった。クロマフェノジドは、好気的条件下では95，8％TAR（0 日後）か   

ら88．0％TAR（30 日後）まで減少したが、嫌気的条件下では減少が認められなかった（0   

日後：86．7％TAR、362日後：85．8％TAR）。好気及び嫌気的条件下においてFが認めら   

れ、好気的条件下では4．7％TAR（30日後）が認められたが、嫌気的条件下ではその生成   

量の顕著な変動は認められず、同条件下ではクロマフェノジドが安定であることが認   

められた。なお1揮発性放射能として二酸化炭素が好気的条件下で0．6％TAR（30日後）、   

嫌気的条件下で0．3％TAR（362日後）認められた。（参照2）  

（3）好気的湛水土壌中運命試験   

14C・クロマフェノジドを湖底質（米国Wisconsin州Madison、Mendota湖）3g及び湖   

水（米国Wisconsin州Madison、Mendota湖）30gに0．45mg／kgの濃度となるように   

処理後、250Cの暗条件下で360日間インキュべ－卜し、好気的湛水土壌中運命試験が   

実施された。  

回収できた総放射能は、89．6～94．4％TARであった。放射能の大部分は水層に分布   

したが、処理直後の87．3％TARから360日後（試験終了時）の57．6％TARまで減少した。   

底質の抽出放射能は2．2～14．5％TARであり、非抽出放射能は0．1～2．0％TARと僅かで   

あった。拝発性放射能は、処理1日後の0．1％TARから360日後の20．71％TARまで増加   

した。  

水層及び底質中のクロマフェノジドは0 日後の 89．4％TARから 360 日後の   

50．7％TARへと減少した。代謝物としてはC、F及びⅠ【M・016（ⅤⅠII）】が認められたが、   

生成量はいずれも僅かであった（4％TAR以下）。また、揮発性放射能として二酸化炭素   

が360日後で8．6％TAR認められた。  

タロマフェノジドの推定半減期は446日であった。（参照2）  

（4）土壌表面光分解試験   

14C・クロマフェノジドを0．45mg／kgの用量でシルト質壌土（米国、Mississippi州   

Greenville）に処理し、250Cで、12時間、キセノンランプによる光照射（測定波長：250  
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～750nⅡl（光学フィルターで290nm未満の波長を除去）、光強度：37W／m2）を行い、  

土壌表面光分解試験が実施された。   

タロマフユノジドは、照射直後には97．4％TARであったが、徐々に減衰し、照射30  

日後（試験終了時）で61．7％TARに減少した。また、照射30日後にFが5．8％TAR検出  

され、拝発性放射能として5．8％TARが主に二酸化炭素として存在していることが認  

められた。   

クロマフェノジドの推定半減期は43．9日であった。（参照2）  

（5）ガラス表面光分解試酸   

14C・クロマフェノジドを塗布したガラス製瓶の底面に、キセノンランプ（測定波長：   

250～750nm（光学フィルターで290nm未満の波長を除去）、光強度：36W／m2）を照射   

し、ガラス表面光分解試験が実施された。親化合物は10日後、約24％TARに減衰した。   

推定半減期は4．7日であった。その他の成分が合計64％TAR検出されたが、多数の成分   

を含み、単一成分で10％TARを超す成分は無かった。揮発性成分は累積で0．4％TARで   

あった。（参照2）  

（6）土壌吸着試験  

クロマフェノジドの土壌吸着試験が2種類の水田土壌（軽埴土：茨城及び高知）及び2   

種類の畑地土壌（軽埴土：石川、シルト質埴壌土：茨城）を用いて実施された。  

土壌吸着平衡係数（Kads）は、6．55～38．6及び有機炭素吸着係数（K。。）は、236～3780   

であった。（参照2）  

4．水中運命喜式験  

（1）加水分解試験  

クロマフェノジドの加水分解試験が実施された。その結果、酢酸緩衝液（pH4）、リン   

酸緩衝液（pH6．8）及びホウ酸緩衝液（pH8．9）の500C、5日間の反応において、いずれの   

条件でもその分解率は5％未満であった。（参照2）  

（2）水中光分解試験   

14C・クロマフェノジドを滅菌した酢酸ナトリウムbH5）、酢酸アンモニウム（pH7）、   

ホウ酸ナトリウム（pH9）の各緩衝液及び自然水（pH8．56の湖水、米国Wisconsin州   

Madison、Mendota湖）にそれぞれ0．5ppmとなるように加えた後、250Cでキセノンラ   

ンプ（測定波長：250～750nm（光学フィルターで290nm以下の光を除去）、光強度：   

37W／m2）を30日間にわたり照射し、水中光分解試験が実施された。  

緩衝液中での30日後の残存量は、PH5で5％TAR、pH7で50％TAR、pH9で   

43％TARであった。自然水（pH8．6）では20％TARが残存した。光照射区の各供試水に   

認められた複数の分解物について検討したが、いずれも10％TAR未満と僅かであっ   

た。   

クロマフェノジドの推定半減期はpH5の供試水で5．6日（2．7日）、pH7で26．1日  

（12．4日）、pH9で24．4日（11．6日）及び自然水で12．6日（6．0日）であった【（）内は北緯  
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35度（東京）、4～6月の太陽光での換算値】。（参照2）  

5．土壌残留試儀   

火山灰土、沖積土、壌土、埴土及び壌質砂土を用い、クロマフェノジド及び分解物Fを分   

析対象化合物とした土壌残留試験が実施された。推定半減期は表4に示されている。（参   

照2）  

表4 土壌残留吉武験成績  

推定半減期  

試験  濃度   土壌  クロマフユノジド  
クロマフェノジド  

＋分解物F   

火山灰土（茨城）   135 日   190日  
水田   120Dgai仇a  

圃場  沖積土（福岡）   22日   27日  

試験  火山灰土（茨城）   113日   126日  
畑地   75SCgainla  

嘆賞砂土（宮崎）   4日   48日   

火山灰土（茨城）   240日   249日  

容器内  
水田   

沖積土（福岡）   146日   151日  
0．4mg／kg★  

試験                      畑地  
火山灰土（茨城）   175 日   427日  

壌質砂土（宮崎）   156日   299日   

D：粉剤 SC：フロアブル剤 ★：容器内試験は絶品を使用。  

6．作物等残留試款  

（1）作物残留試儀  

果物、野菜及び茶を用いて、クロマフユノジドを分析対象化合物とした作物残留試験  

が実施された。結果は別紙3に示されている。クロマフェノジドの最高値は茶（荒茶）の   

最終散布7日後における13．5mg／kgであった。（参照2）   

（2）魚介類における最大推定残留値  

クロマフェノジドの公共用水域における環境中予測濃度（PEC）及び生物濃縮係数   

（BCF）を基に、魚介類の最大推定残留値が推定された。  

クロマフェノジドのPECは0．27ppb、BCFは44、魚介類における最大推定残留値は   

0．059ppmであった。（参照8）  

7．後作物残留試験   

ハッカダイコン及びこまつな（前作物：菓ねぎ）、だいこん及びこまつな（前作物：水稲）   

を用いて、クロマフユノジド及び代謝物Fを分析対象化合物とした後作物残留試験が実   

施された。  

その結果、全ての作物において、クロマフェノジド及び代謝物Fの残留値は極微量  

（＜0．005mg／kg）であった。（参照2）  

ー44－   




